
目

次

告

示

○
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
畜

産

課
）
…
一

公

告

○
農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
の
裁
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
二

○
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
九
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
四
年
七
月
七
日
及
び
同
年
八
月
八
日
収
去
さ
せ
た
飼
料
の

試
験
の
結
果
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第513号令和４年９月20日 火曜日

第
五
百
十
三
号

令
和
四
年九

月
二
十
日

（
火
曜
日
）

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製
造
（
輸
入
）
年
月

試
験
項
目

違
反
の
有
無
及
び

違
反
の
内
容

Ｊ
Ａ
全
農
北
日
本
く
み
あ
い
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
７

同
左

く
み
あ
い
配
合
飼
料

新
胡
四
王
３
号

4.6
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
Ｔ
Ｄ
Ｎ
、
水
分

無

Ｊ
Ａ
全
農
北
日
本
く
み
あ
い
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
７

同
左

く
み
あ
い
配
合
飼
料

繁
殖
か
ぁ
ー
ち
ゃ
ん

4.6
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
Ｔ
Ｄ
Ｎ
、
水
分

無

Ｊ
Ａ
全
農
北
日
本
く
み
あ
い
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
７

同
左

く
み
あ
い
配
合
飼
料

た
ま
ご
工
房
Ｄ
Ｘ

4.7
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
Ｍ
Ｅ
、
水
分

無

中
部
飼
料
株
式
会
社
八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
５

同
左

マ
ル
中
印
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育
後
期

用
配
合
飼
料

中
部
仕
上
マ
ッ
シ
ュ

4.7
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
Ｍ
Ｅ
、
水
分

無

中
部
飼
料
株
式
会
社
八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
５

同
左

マ
ル
中
印
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育
後
期

用
配
合
飼
料

中
部
後
期
マ
ッ
シ
ュ

4.7
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
Ｍ
Ｅ
、
水
分

無

中
部
飼
料
株
式
会
社
八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
５

同
左

マ
ル
中
印
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育
前
期

用
配
合
飼
料

プ
レ
ス
タ
ー
タ
ー

4.7
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
Ｍ
Ｅ
、
水
分

無



公

告

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
の
裁
定

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
地
を
利
用
す
る
権
利
（
以
下

「
利
用
権
」
と
い
う
。
）
を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積

所

在

及

び

地

番

地

目

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
手
倉
橋
字
和
田
三
二
の
一

畑

四
、
七
三
八
の
う
ち
三
、

〇
〇
〇

二

利
用
権
の
内
容

賃
借
権

三

利
用
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間

利

用

権

の

始

期

存

続

期

間

令
和
四
年
一
一
月

一
年

四

借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額

二
万
六
千
七
百
円

五

補
償
金
の
支
払
の
方
法

利
用
権
の
始
期
ま
で
に
利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
在
地
の
供
託
所
に
補
償
金
を
供
託
す

る
こ
と
。

六

利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
有
者
等
に
係
る
情
報

平
成
二
十
二
年
四
月
に
登
記
名
義
人
が
死
亡
し
、
所
有
者
が
確
知
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
い

る
。

都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
青
森
都
市
計
画

区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
の

で
、
青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則
（
平
成
十
六
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
一
号
）
第
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

開
催
の
日
時

令
和
四
年
十
一
月
四
日

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

二

開
催
の
場
所

青
森
市
役
所
本
庁
舎

三
階
会
議
室
四

青
森
市
中
央
一
丁
目
二
二
の
五

三

案
件

青
森
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
（
以
下
「
都
市
計
画
変
更

案
」
と
い
う
。
）

四

公
述
の
申
出
等

１

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に

住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
別
記
様
式
に
よ
る
書
面
を
知
事
に
提
出
し
て
、
申
し
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
青
森
市
の
区

域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と
す
る
。

３

書
面
の
提
出
期
限

令
和
四
年
十
月
二
十
四
日
ま
で
に
到
着
の
こ
と
。

４

書
面
の
提
出
先

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
市
都
市
整
備
部
都
市
政
策
課

青
森
市
中
央
一
丁
目
二
二
の
五

５

公
述
人
の
選
定

書
面
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
選
定
し
、
そ
の
旨
を
本
人
宛
通
知
す
る
。

五

都
市
計
画
変
更
案
の
概
要
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青
森
都
市
計
画
道
路
の
変
更
（
青
森
県
決
定
）

都
市
計
画
道
路
中
３
・
３
・
７
号
中
央
大
通
り
荒
川
線
及
び
３
・
４
・
２
号
西
滝
新
城
線
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

種別

名
称

位
置

区
域

構
造

備
考

番
号

路
線
名

起
点

終
点

主
な

経
過
地

延
長

構
造
形
式

車
線
の
数

幅
員

地
表
式
の
区
間
に
お
け
る

鉄
道
等
と
の
交
差
の
構
造

幹線街路

３
・
３
・
７

中
央
大
通
り

荒
川
線

青
森
市

安
方
二
丁
目

青
森
市

大
字
野
木

字
野
尻

青
森
市

新
町
二
丁
目
、

長
島
四
丁
目
、

大
字
大
野
、

大
字
荒
川

約
6,480ｍ

地
表
式

４
車
線

25ｍ

構
造
形
式
の
内
訳

青
森
市

長
島
四
丁
目

青
森
市

大
字
大
野

字
若
宮

約
910ｍ

嵩
上
式

４
車
線

25ｍ

約
5,570ｍ

地
表
式

４
車
線

16～
25ｍ

青
い
森
鉄
道
と
立
体
交
差

１
箇
所

自
動
車
専
用
道
路
と
立
体
交

差１
箇
所

幹
線
街
路
と
平
面
交
差

14箇
所

区
画
街
路
と
平
面
交
差

２
箇
所

特
殊
街
路
と
平
面
交
差

１
箇
所

３
・
４
・
２

西
滝
新
城
線

青
森
市

千
刈
二
丁
目

青
森
市

大
字
新
城

字
山
田

青
森
市

大
字
石
江
、

大
字
西
滝
、

大
字
三
内

約
4,130ｍ

地
表
式

２
車
線

18ｍ

東
北
新
幹
線
と
立
体
交
差

１
箇
所

Ｊ
Ｒ
奥
羽
本
線
及
び
津
軽
線

と
立
体
交
差

１
箇
所

幹
線
街
路
と
平
面
交
差

６
箇
所

車
線
の
数
の
内
訳

４
車
線

約
1,170ｍ

２
車
線

約
2,960ｍ

「
区
域
及
び
構
造
は
計
画
図
表
示
の
と
お
り
」

理
由本
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
土
地
利
用
を
勘
案
し
、
街
路
網
を
検
討
し
た
結
果
、
本
案
の
よ
う
に
計
画
し
、
都
市
機
能
の
維
持
及
び
増
進
を
図
る
も
の
で
あ
る
。



六

都
市
計
画
変
更
案
の
閲
覧

都
市
計
画
変
更
案
は
、
次
の
と
お
り
閲
覧
に
供
す
る
。

１

閲
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

青
森
市
都
市
整
備
部
都
市
政
策
課

２

閲
覧
期
間

令
和
四
年
十
月
十
一
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で

３

閲
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
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都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
東
北
都
市
計
画

区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
の

で
、
青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則
（
平
成
十
六
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
一
号
）
第
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

開
催
の
日
時

令
和
四
年
十
一
月
一
日

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

二

開
催
の
場
所

東
北
町
役
場
本
庁
舎

三
階
大
会
議
室

上
北
郡
東
北
町
上
北
南
四
丁
目
三
二
の
四
八
四

三

案
件

東
北
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
（
以
下
「
都
市
計
画
変
更

案
」
と
い
う
。
）

四

公
述
の
申
出
等

１

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に

住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
別
記
様
式
に
よ
る
書
面
を
知
事
に
提
出
し
て
、
申
し
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
東
北
町
の
区

域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と
す
る
。

３

書
面
の
提
出
期
限

令
和
四
年
十
月
二
十
日
ま
で
に
到
着
の
こ
と
。

４

書
面
の
提
出
先

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

東
北
町
企
画
課

上
北
郡
東
北
町
上
北
南
四
丁
目
三
二
の
四
八
四

５

公
述
人
の
選
定

書
面
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
選
定
し
、
そ
の
旨
を
本
人
宛
通
知
す
る
。

五

都
市
計
画
変
更
案
の
概
要

六

都
市
計
画
変
更
案
の
閲
覧

都
市
計
画
変
更
案
は
、
次
の
と
お
り
閲
覧
に
供
す
る
。

１

閲
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

東
北
町
企
画
課

２

閲
覧
期
間

令
和
四
年
十
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で

３

閲
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
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東
北
都
市
計
画
道
路
の
変
更
（
青
森
県
決
定
）

都
市
計
画
道
路
中
３
・
４
・
11号
南
町
中
央
線
を
廃
止
す
る
。

理
由本
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
土
地
利
用
を
勘
案
し
、
街
路
網
を
検
討
し
た
結
果
、
本
案
の
よ
う
に
計
画
し
、
都
市
機
能
の
維
持
及
び
増
進
を
図
る
も
の
で
あ
る
。
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


